１．計画分野および分野別テーマ

キャッチフレーズ【心癒される美しいふるさとをめざして】

○支え助け合い健康で安心して暮らせるむらづくり

　当地域の高齢化率は、３７．３％と県平均や町よりも高い比率となっていることから、今にも増して隣近所の支え合いが重要なものとなってきます。また、老若男女問わず、健康で生活できることが一番幸せなことであり、町が進める福祉活動や保健活動に協力すると共に、「健康は自らつくるもの」という意識を高め、生きがいのあるむらづくりを進めます。

　「地域の共同体」である行政区（区）の役割が、今まで以上に重要になってきます。農山村特有の貴重な伝統である「村役」は、共同作業により、集落内の環境を維持すると同時に、作業をとおして顔を合わせ、一緒に汗を流し、親睦を図ることでお互いの事情（立場）を分かり合える場となります。地域外からの移住者を含め、その地域に暮らす住民一人ひとりが地域を愛する「心」を大切にしながら自主的、主体的に地域の課題の解決に取り組むことにより、安心して暮らせるむらづくりを進めます。

○御岳山麓の自然を生かした美しく個性的なむらづくり

　霊峰御岳は、開田高原のいたるところから眺めることができ、小中学校の校歌にも歌われるほどで、地域の誇りであり、木曽町のシンボルでもあります。この御岳を背景とした素晴らしい高原景観や生活の営みによって作られた農村景観、さらには石仏などの人文資源や山野草・清流などの自然資源を守ります。そして、これらを活用し観光的付加価値を高め、心安らぐ癒しの空間を提供することで、来訪者が思わず足を止めたくなるような、そして住みたくなるような、個性的なむらづくりを進めます。

○地域の特性を活かした魅力ある産業（農林業・観光商工業）づくり

　当地域で生産される農産物は、高冷地で栽培されるため、朝夕の寒暖差と霧につつまれて育まれた野菜は「甘くておいしい」という評判を得ています。現在、「御岳はくさい」や「かいだそば」はブランド化されていますが、それ以外の農産物についても検討を重ねていきます。農業の活性化と遊休荒廃地解消という点で、宿泊施設と協調した週末農業や体験農園の促進、農家等が観光客に安心して買ってもらえることのできる「顔の見える直売所」の研究をします。また、自然環境の保全、水資源の涵養、災害防止等の点で森林整備を積極的に推進することにより、有害鳥獣による農作物への被害の拡大を防ぎます。

○健全な心と豊かな知性を育む人づくり

　心身ともに健全で、豊かな感性を持つ青少年を育成するため、家庭・地域において、家族のふれあいや、今子どもに欠けているとされている家事の手伝いなどの勤労体験、地域の自然の中での野外活動や自然体験・スポーツ活動により、生活の場を広げ、物事を成し遂げる意欲や能力を養います。また、社会教育や生涯学習の充実については、農山村という立地条件からして十分とはいえないが、公民館や各種サークル活動の継続と、新たな取り組みを研究していきます。地域の自立促進のためには、「やる気のある人」の確保が欠かせないため、多様な人材の育成についても取り組んでいきます。

２．地域まちづくり計画　事業の一覧

	事業

番号
	事業名
	事業内容

	１
	声掛けの実施
	区や隣組で声掛けを行い、交流を図るとともに、助け合いマップ等を作成する。

	２
	異世代交流
	作業・行事等をとおして、子供から高齢者の交流を促進する。

	　３
	地域行事の復活
	地域行事への積極的参加を促進するとともに、行事の保存・復活を推進する。

	　４
	開田の宝（子供・未来）をひとねる
	地域で子どもたちに声をかけ、見守ることにより、地域の宝である子供を守っていく。

	　５


	ごみステーションの建設
	ステーションを整備し、地域で管理することにより、美化意識の高揚と、美しいむらづくりを進める。

	　６


	ATMの設置


	住民の利便性向上を図るため、ATM設置を推進する。

	　７


	嫁・婿対策
	後継者不足の解消、地域の活性化を促進するため、相談体制等の充実を図る。

	　８


	歩道の整備
	整備箇所の把握を行い、安全に通行できる歩道の整備を行う。

	　９


	ガードレールの整備
	破損等の箇所を把握し、整備を行う。

	 １０


	バス停留所の整備
	住民・利用者が安心して乗降できる停留所の整備を進めていく。

	 １１


	外灯（防犯灯）の整備
	台帳を整備し、維持管理に努め、安心して生活できる地域づくりを進める。

	 １２


	アンケートの実施
	住民が困っていること、行政の助力が必要なこと等を把握し、結果に基づき対応、町へ要望していく。

	 １３


	道路脇立木伐採
	生活上、防犯上必要と思われる箇所の立木伐採を進める。

	 １４


	定住促進住宅建設
	住宅整備を促進し、若者、U・Iターン者の定住化を図る



	 １５


	空き家の利用
	住宅整備と並行し、空き家の状況を把握、台帳等を整備し、定住化の促進を図る。

	 １６


	ビューポイントの整備
	開田高原のシンボルである御嶽山の眺望確保のため、立木伐採等整備を進めていく。

	 １７


	河川両岸整備
	景観整備の一環として、河川両岸の雑木等の伐採を進めていく。

	 １８


	ハナモモの植栽
	開田地域での気候を考慮し、ハナモモを植栽して景観づくりの推進を図る。

	 １９


	九蔵峠道路沿い

桜・もみじ植栽
	御岳眺望ラインであるR３６１九蔵峠に、桜・もみじを植栽し、景観づくりの推進を図る。

	 ２０


	コスモスの植栽
	高齢化により生じてきている遊休荒廃地等を活用し、コスモスを植栽し、景観づくりの推進を図る。

	 ２１


	区毎に花を植栽
	各行政区毎に、地域の花の植栽を進めてもらい、景観整備の意識高揚を図る。

	 ２２


	支障木の伐採
	景観等に支障となる立木や雑木の伐採を行い、景観づくりを推進する。

	 ２３


	草刈りの徹底
	地域環境整備や、交通安全の観点から、草刈り等を実施する。

	 ２４


	集落内景観整備事業
	地域・行政等で行う景観整備事業に、積極的に参加、取り組みができるよう推進していく。

	 ２５


	屋外広告看板の規制
	景観条例の周知、遵守について啓発を行っていく。

	 ２６


	銘木百選事業
	後世に残したい、景観にあった銘木について、認定証を交付し、保護に努めてもらうとともに、景観に対する意識の高揚を図る。

	 ２７


	屋根ペンキ代助成事業
	屋根の色を景観にマッチした茶系色に塗り替えた場合、ペンキ代の一部を助成することにより、景観づくりを推進する。

	 ２８


	自然の恵みの保護・活用
	山・川の恵みである山菜や川魚等を保護することにより、地域の環境づくり・保護につなげていく。

	 ２９


	星空の保護
	無灯週間・月間等の設定により、美しい夜空を眺められる時間を作り、観察会や講演会等のイベントを実施し、誘客を図っていく。

	 ３０


	道の駅施設整備
	道の駅的な施設の整備を行い、来訪者の休憩場所、地域情報等の発信箇所としていく。

	 ３１


	観光施設の整備
	降雨時、冬期間等でも対応可能な施設整備を、既存の施設を利用して進めていく。

	 ３２


	遊歩道の整備
	植物園内の遊歩道や、ハイキングコース等の整備を行うとともに、コース案内等の資料を作成し、利用促進を図る。

	 ３３


	観光マップ作成
	地域バスの運行時間を入れた簡易のマップを作成し、観光案内・ＰＲなどに利用する。

	 ３４


	ガイドブック作成
	観光施設や、景観などの写真を載せたガイドブックを作成し、観光客等の誘客増を図っていく。

	 ３５


	木曽馬の活用
	日本在来馬である木曽馬を活用し、観光客の誘客を図るため、木曽馬の里エリアの整備を進めていく。

	 ３６


	そば祭りの実施
	２０回を超えて開催されているそば祭りの内容を再検討し、地域のイベントとして更に効果のあるものとして実施をしていく。

	 ３７


	人材の育成
	ガイドボランティアを育成し、サークルの組織化を進めていく。

	 ３８


	資源整備
	広葉樹等を植栽、里山・樹木の整備をすることにより、資源の保全を図り、観光資源としても活用していく。

	 ３９


	観光施設整備
	既存の観光施設の点検・整備を行うとともに、新たな施設についても検討していく。

	 ４０


	共同作業の推進
	共同作業リーダーを育成、直売所の整備を推進していく。

	 ４１
	農産物ブランド化
	生産者の意識高揚を図るため勉強会等を実施し、「おんたけはくさい」以外の作物のブランド化を図っていく。

	 ４２
	木曽牛肥育
	肥育技術者の育成、飼育農家の育成を行い、農業所得の向上を図るとともに、観光用にも活用を図っていく。

	 ４３
	農園オーナー制度の導入
	週末農園・貸し農園等を検討し、別荘の方、団塊の世代の方を対象にした受け入れ態勢を整備していく。

	 ４４


	農機具共同利用の促進
	グループリーダーを養成し、農機具の共同利用、集落営農の推進を図る。

	 ４５


	適地品種の導入
	工作アドバイザーを養成し、適地品種の導入・試作を推進していく。

	 ４６


	採草地整備
	野焼きや除間伐により里山の整備を行い、採草地整備を推進していく。

	 ４７


	有害鳥獣駆除
	駆除の実施と並行して、除間伐等により有害鳥獣の出没しにくい環境づくりを進めていく。

	 ４８


	集落共同作業
	地域内の農業施設等の維持修繕について、資材・燃料等の支給をすることにより、地域の共同作業としての実施を推進していく。

	 ４９


	農業基盤整備
	農業の効率化を推進するため、基盤整備事業の促進について要望していく。

	 ５０


	福祉施設の誘致
	福祉施設の誘致を図るため、受け入れ要件等について協議、検討を進めていく。

	 ５１


	特性を活かした産業の創造
	開田地域の特性を活かした産業を創造するため、協議・検討を進めていく。

	 ５２


	有形・無形文化財の保護・伝承


	長老の話の聞き取り・保存を行い、子どもたちに講演会などふれあう場を提供することにより、保護・伝承を進めていく。

	 ５３


	食文化の保護・伝承
	開田の特産であるスンキ、カブ漬け等について、保護・伝承を図るため、グループ作り等を行い、町公社と連携をとって進めていく。

	


３　地域住民が自ら実施・協働してゆく事業

（計画分野：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	事業

番号
	事業名
	事業内容・事業主体
	実施時期

	
	
	地　　域
	行　　政
	短期
	中期
	長期

	　１
	声掛けの実施
	地区行事の進行


	
	 ○
	 ○
	

	　２
	異世代交流
	老・保・小・中交流会等
	地区への支援
	 ○
	 ○
	

	３
	地域行事の復活
	行事の継続
	
	 ○
	
	

	　４
	開田の宝（子供・未来）をひとねる
	声掛けの実施
	
	 ○
	
	

	　５
	ごみステーションの建設
	組で管理、ごみゼロ運動
	改修・新規設置等の計画
	 ○
	
	

	 １２
	アンケートの実施
	アンケート作成、結果集計
	要望を受け、検討・対応
	 ○
	
	

	 １３
	道路脇立木伐採
	箇所の把握、伐採
	法的補助等
	 ○
	
	

	 １５


	空き家の利用
	隣近所の協力
	入居条例等の制定
	 ○
	
	

	 １６


	ビューポイントの整備
	箇所の把握、伐採
	法的補助等
	 ○
	
	

	 １７


	河川両岸整備
	箇所の把握、伐採
	法的補助等
	 ○
	
	

	 １８


	ハナモモの植栽
	植栽、管理
	
	 ○
	
	

	 １９


	九蔵峠沿い桜、もみじ植栽
	植栽、管理
	法的補助等
	
	 ○
	

	 ２０


	コスモス植栽
	植栽、管理
	
	 ○
	
	

	 ２１


	区毎に花を植栽
	自主的取組
	
	 ○
	
	

	 ２２


	支障木伐採
	箇所の把握、伐採
	法的補助等
	 ○
	
	

	 ２３


	草刈りの徹底
	定期的に実施
	
	 ○
	
	

	 ２８


	自然の恵みの保護、活用
	環境づくりへの取組
	
	 ○
	
	

	 ２９


	星空の保護
	積極的参加
	
	 ○
	
	

	 ３７


	人材の育成


	ガイドサークル組織化
	連携・調整
	 ○
	
	

	 ３８


	資源整備
	手入れ、植栽
	
	 ○
	 ○
	

	 ４０


	共同作業の推進
	協議、協力
	法的補助等
	 ○
	 ○
	

	 ４５


	適地品種の導入
	JA等との連携
	
	 ○
	 ○
	

	 ４６


	採草地整備
	計画的実施
	
	 ○
	
	

	 ４７


	有害鳥獣駆除
	間伐等、環境の整備
	法的補助等
	 ○
	
	

	 ５１


	特性を活かした産業の創造
	協議・検討
	法的補助等
	
	 ○
	

	 ５２


	有形・無形文化財の保護・伝承
	後継者の育成等
	法的補助等
	 ○
	
	 ○

	 ５３


	食文化の保護・伝承
	グループ作り
	法的補助等
	 ○
	 ○
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	


４　行政へ提言してゆく事業

（計画分野：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	事業

番号
	事業名
	事業内容

（木曽町総合計画記述内容）
	実施時期

	
	
	
	短期
	中期
	長期

	　６


	ATMの設置


	住民の利便性を図るため、ATMの設置を推進する。


	 ○


	
	

	　７


	嫁・婿対策


	後継者不足の解消・地域の活性化を促進するため、相談体制等の充実を図る。
	
	 ○


	

	　８


	歩道の整備


	整備箇所の把握を行い、安全に通行できる歩道の整備を行う。


	 ○


	
	

	　９


	ガードレールの整備


	破損等の箇所を把握し、整備を行う。


	 ○


	
	

	 １０


	バス停留所の整備


	住民・利用者が安心して乗降できる停留所の整備を進めていく。
	 ○


	
	

	 １１


	外灯（防犯灯）の整備


	台帳の整備を行い、計画的に設置、整備を進める。


	 ○


	
	

	 １４


	定住促進住宅建設


	住宅整備を促進し、若者、U・Iターン者の定住化を図る。


	 ○


	
	

	 ２４


	集落内景観整備事業
	地域・行政等で行う景観整備事業に、積極的に参加、取組ができるよう推進していく。
	 ○
	
	

	 ２５


	屋外広告看板の規制
	景観条例の周知、遵守について啓発を行っていく。
	 ○
	
	

	 ２６


	銘木百選事業
	後世に残したい、景観にあった銘木について、保護に努めるとともに、景観意識の高揚を図る。
	 ○
	
	

	 ２７


	屋根ペンキ代助成事業
	景観にマッチした茶系色に塗り替えた場合、ペンキ代の一部を助成、景観づくりを推進する。
	 ○
	
	

	 ３０


	道の駅施設整備
	道の駅的な施設の整備を行い、来訪者の休憩場所、地域情報の発信の場とする。
	
	 ○
	

	 ３１


	観光施設の整備
	降雨時、冬期間でも対応可能な施設の整備を、既存の施設を利用して進めていく。
	 ○
	
	

	 ３２


	遊歩道の整備
	植物園内の遊歩道や、ハイキングコースの整備、案内資料を作成し利用促進を図る。
	 ○
	 ○
	

	 ３３


	観光マップ作成
	地域バスの運行時間を入れたマップを作成、観光案内・ＰＲに利用する。
	
	 ○
	

	 ３４


	ガイドブック作成
	観光施設や、景観などの写真を入れたガイドブックを作成、誘客を図る。
	
	 ○
	

	 ３５


	木曽馬の活用
	日本在来馬である木曽馬を活用した誘客を図るため、木曽馬の里エリアの整備を進めていく。
	 ○
	 ○
	

	 ３６


	そば祭りの実施
	内容を再検討し、地域のイベントとして更に効果のあるものとして実施していく。
	 ○
	 ○
	

	 ３９


	観光施設整備
	既存の施設の点検・整備を行うとともに、新たな施設についても検討していく。
	 ○
	 ○
	

	 ４１


	農産物ブランド化


	生産者の意識高揚のための勉強会を行い、新たな作物のブランド化を図っていく。
	 ○
	
	

	 ４２


	木曽牛肥育


	肥育技術者の育成、飼育農家の育成を行い、農業所得の向上を図る。
	
	 ○
	 ○

	 ４３


	農園オーナー制度の導入
	週末農園・貸し農園を検討、別荘・団塊の世代を対象に、受け入れ態勢を整備する。
	 ○
	 ○
	

	 ４４


	農機具共同利用の促進
	グループリーダーを養成し、農機具の共同利用、集落営農の推進を図る。
	
	 ○
	

	 ４８


	集落共同作業
	農業施設等の維持修繕に対し、資材・燃料を支給し、地域共同作業の実施を推進する。
	 ○
	
	

	 ４９


	農業基盤整備
	農業効率化推進のため、基盤整備事業促進について要望していく。
	
	
	 ○

	 ５０
	福祉施設の誘致
	受け入れ要件等について協議・検討を進め、福祉施設の誘致を図っていく。
	
	
	 ○

	＊実施時期の目安　

短期：19年度着手予定　　中期：２～5年　長期：10年～


